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１【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長である疋田直太郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会

計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査

に関する実施基準の改訂について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内

部統制を整備及び運用しております。

なお、財務報告に係る内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、

その目的を合理的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の

記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成26年２月28日を基準日として実施しており、評価

にあたっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。

本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を行った上で、その

結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しました。当該業務プロセスの評価においては、選定された業

務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点につ

いて整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲については、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲

を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定してお

り、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社において連結対象の子会社はなく、全体を単一の事業拠

点として捉えていることから、重要な事業拠点は当社事業全体とし、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として

売上高、売掛金、商品及び製品、買掛金に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、重要な虚偽記載の発

生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大

きい業務プロセスとして評価対象に追加しています。
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３【評価結果に関する事項】

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要

な不備に該当すると判断しました。したがって、平成26年2月28日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は

有効でないと判断しました。

記

平成25年9月、当社元取締役について外部より照会（仕入取引先からの不適正な資金の受領の有無、当社と同元取

締役の関連当事者との取引開始の経緯等）があり、これを受けて当社では内部調査委員会を設置して事実関係の有

無及びその内容の究明に着手しました。その後、同元取締役が実質経営する不動産会社が設立登記される前に当社

が取締役会の承認を得ずに土地の賃借契約を結んだ事実等が報道されたため、これらも調査対象に加えるとととも

に、調査の客観性及び信頼性を高めるため、社内調査に加え当社と利害関係のない弁護士による「第三者委員会」

を設置し、事実関係の調査分析を行いました。

その結果、平成25年11月5日付で第三者委員会の調査報告書を受領し、同調査報告書による指摘事項を踏まえ、平

成25年11月15日に過年度の有価証券報告書及び内部統制報告書等の訂正報告書を提出しました。

また、当社では、上記の不祥事件を踏まえた再発防止策の一環として、新体制の下で社内の法令遵守状況や商品

の品質管理状況の点検等を行っておりましたが、その過程で当社が輸入及び販売している電気用品に関して、電気

用品安全法が規定する輸入事業者の義務を果たしていない電気用品があることが判明しました。このため、電気用

品の安全性に係る法令上の義務を果たしていない商品について自主回収を行うことを決定しました。

 

当社では、上記の事態を引き起こした主な原因となった内部統制の不備のうち、当事業年度の末日における開示

すべき重要な不備は、次のとおりであると認識しております。

（イ）業務分掌・職務権限が目的とする相互牽制による統制が形骸化していたこと。

（ロ）上記（イ）の状況の下で当該元取締役が当社前社長の有する権限を笠に着て、権限を集中していったこと。

（ハ）取締役・監査役による監視・牽制機能が十分に働かなかったこと。

（ニ）社内のコンプライアンスに対する理解や意識が十分でなかったこと。

（ホ）電気用品安全法の手続のチェックシステムが不十分であったこと。

（ヘ）規制法規遵守に関する責任と権限の所在が不明確であったこと。

 

当社としましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、財務報告に係る内部統制の開示すべき重

要な不備を是正するために、再発防止措置を講じて、内部統制の改善を図り、当事業年度末時点において概ね整備

は完了しておりますが、十分な運用期間を確保することができなかったため、上記の全社的な内部統制の不備が解

消したといえる状況に至っていないものと判断しました。翌事業年度においては、再発防止措置の適切な運用を通

じて、財務報告に係る内部統制の不備の改善を図ってまいります。

なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、第三者委員会による調査および社内調査の結果特

定され、すべて財務諸表に反映しております。

 

上記の事態を引き起こした主な原因となった内部統制の不備を是正するため、当社が講じた再発防止策は以下の

とおりです。

ａ．組織体制の見直し

組織体制面では、平成25年12月２日付で海外商品及び国内商品の仕入や不動産開発の統括機能と内部監査部

（同日付で内部監査室を改組しました。）の統括機能を明確に分離して、社長への権限集中を排除しました。新

組織では、社長は内部監査部を直接統括する一方で、他の分野については６つの本部を設置し、６人の取締役が

本部長として統括する体制に変更し社長への権限集中を排除するとともに、相互牽制・監視システムが有効に機

能する組織に改編しました。

 

ｂ．役員構成の見直し

役員構成面では、取締役の業務執行に対する監督機能の強化、経営の透明性の向上を図り、強固なコーポレー

トレート・ガバナンス体制を構築するため、社外取締役１名を選任しました。これにより社外役員は、社外取締

役１名、社外監査役３名となりました。
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ｃ．社内規程等の見直し

社内規程等については、平成25年12月９日付で社長をプロジェクトリーダーとし関係部署の責任者をメンバー

とするプロジェクトを立ち上げ、権限集中の排除、業務分掌・職務権限の明確化、相互牽制体制の強化等を目的

に社内規程・マニュアル類の見直し、整備を行いました。

 

ｄ．意識改革

意識改革については、平成25年12月16日付でコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス関係の規程

類の見直し、整備を行うとともに、役員向け及び本部社員・店長向けのコンプライアンス研修を実施しました。

 

ｅ．内部通報制度の充実

内部通報制度については、社内の通報窓口のみでは十分に機能を発揮できないことから、既存の通報窓口及び

相談窓口に加え、当社の顧問法律事務所に新たに通報窓口を設置し社内に周知しました。

 

f．輸入業務の改善

海外商品の輸入契約の決裁に際しては、電気用品安全法その他法令が遵守されていることを証する書類の具備

を品質保証室がチェックし、品質保証室の確認がない限り、輸入できない仕組みを構築しました。

 

g．商品の安全性に関する管理体制の整備

商品の安全性に関する規制への取組み体制や製品事故情報等商品の安全性に関する事項が取締役会に伝わる仕

組みが制度的に担保されていなかったため、商品の安全性に関する事項で特にコンプライアンスにかかわる事項

は取締役会における報告・議論の対象としました。

４【付記事項】

該当事項はありません。

５【特記事項】

該当事項はありません。
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